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表紙*電子提供措置用*

第147回
定 時 株 主 総 会
招集ご通知

日　時
　

2026年６月25日（木曜日）午前10時

場　所
　

名古屋市中村区名駅南二丁目６番17号
東陽倉庫株式会社　本店７階会議室

証券コード：9306
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株主の皆様へ

株主の皆様へ

　株主の皆様には平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげま
す。ここに、東陽倉庫株式会社の第147回定時株主総会招集ご通知
をお届けいたします。

　当社は、2026年３月13日に設立100周年を迎えました。設立直
後から昭和前期にかけて世界大恐慌や戦争、戦後の混乱等、筆舌に
尽くしがたい困難に直面いたしました。その後も伊勢湾台風、オイ
ルショック、リーマン・ショック等、社会に大きな影響を及ぼす出
来事が幾度もありましたが、これらを乗り越え、今日まで着実に成
長を遂げることができましたのは、社員一人ひとりの努力はもとよ
り、株主の皆様をはじめとするステークホルダーの皆様のご支援の
賜物と深く感謝申しあげます。
　当期における日本経済は、持続的な賃金上昇や各種の経済対策を
要因として、個人消費および企業の設備投資を中心に緩やかな回復
基調で推移しました。一方で、海外経済における通商政策の動向、
資源価格、為替相場の変動等により、先行きについては依然として
不透明な状況が続いています。
　このような事業環境の中、当社グループの業績は、営業収益301
億６千１百万円、経常利益19億１千万円、当期純利益16億６千２
百万円となりました。
株主の皆様への利益還元につきましては、株主還元方針、当期の連
結経営成績および設立100周年を記念し、１株あたり10円の記念
配当を加え期末配当金を40円とさせていただきました。これによ
り、当期の年間配当金は１株あたり70円（中間は30円、期末は30
円と記念配当10円）となり、９期連続の増配となります。
　当社グループは、次の100年に向け、引き続き『「もの」づく
り、人の「くらし」を支える』総合物流企業として、社会と人々の
生活に今まで以上に役立つことを目指し、持続的成長と企業価値の
向上に努めてまいります。株主の皆様におかれましては、より一層
のご支援を賜りますよう、お願い申しあげます。

　　　　　　                                                       2026年６月
                                                      代表取締役社長　黒田城児
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招集ご通知

（証券コード：９３０６）
2026年６月３日

(電子提供措置の開始日2026年６月２日)

株　主　各　位
名 古 屋 市 中 村 区 名 駅 南 二 丁 目 ６ 番 1 7 号
東 陽 倉 庫 株 式 会 社

代表取締役社長 黒 田 城 児

第147回定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。
　さて、当社第147回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。
　本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）に
ついて電子提供措置をとっており、インターネット上の以下のウェブサイトに電子提供措置事項
を掲載しております。

【当社ウェブサイト】
　https://www.toyo-logistics.co.jp/investor/stock/meeting/
　また、当社ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイトにも掲載しております。
【東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）】
　https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show
（上記の東証ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「東陽倉庫」またはコード
に「9306」（半角）を入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類/PR情報」の順に選択し、「縦覧
書類」にある［株主総会招集通知/株主総会資料］よりご確認ください。）

　なお、当日ご出席願えない場合は、インターネットまたは書面によって議決権を行使すること
ができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご高覧のうえ、４～５頁のご案内に従
って、2026年６月24日（水曜日）午後５時までに議決権を行使くださいますようお願い申しあ
げます。
　また、本株主総会の様子をご自宅等からでもご覧いただけるよう、株主様向けにライブ配信を
行います。詳細は「インターネットによるライブ配信のご案内」（６頁）をご覧ください。

敬　具

－ 2 －
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招集ご通知

1　 日 時 2026年６月25日（木曜日）午前10時
2　 場 所 名古屋市中村区名駅南二丁目６番17号

東陽倉庫株式会社　本店７階会議室
（末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください）

3　 目 的 事 項 報告事項 第147期（2025年４月１日から2026年３月31日まで）
事業報告、連結計算書類および計算書類の内容ならびに
会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

決議事項 第１号議案　　取締役６名選任の件
第２号議案　　補欠監査役２名選任の件

招集に関するお知らせ
⑴ 電子提供措置事項のうち、次の事項につきましては、法令および当社定款の定めに基づ
き、書面交付請求をいただいた株主様に対してお送りする書面には記載しておりません。な
お、監査役および会計監査人は次の事項を含む監査対象書類を監査しております。
・事業報告の「会社の体制、その運用状況の概要および方針」
・連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」および「連結注記表」
・計算書類の「株主資本等変動計算書」および「個別注記表」

⑵ 議決権行使書に賛否の意思表示がない場合は、各議案につき賛成の意思表示があったもの
としてお取扱いいたします。

⑶ インターネットと議決権行使書面により重複して議決権を行使された場合は、インターネ
ットによる議決権行使を有効なものとしてお取扱いいたします。

⑷ インターネットにより複数回、議決権を行使された場合は、最後に行われた議決権行使を
有効なものとしてお取扱いいたします。

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
※電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の当社ウェブサイトおよび
東証ウェブサイトに掲載いたします。
※その他、株主様へのご案内事項につきましては、インターネット上の当社ウェブサイト
（https://www.toyo-logistics.co.jp/）に掲載いたしますので、適宜最新情報をご確認くだ
さいますようお願い申しあげます。
株主総会にご出席いただく株主様へのお知らせ
・当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付へご提出くださいます

ようお願い申しあげます。また、本招集ご通知をご持参くださいますようお願い申しあげま
す。

・代理人により議決権を行使される場合は、議決権行使書用紙とともに代理権を証明する書面
を、会場受付へご提出くださいますようお願い申しあげます。なお、代理人は、当社定款の
定めにより、議決権を有する他の株主様１名とさせていただきます。

記

以　上

－ 3 －
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議決権行使のご案内

議決権行使のご案内
株主総会における議決権は、株主の皆様の大切な権利です。
後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいますようお願い申
しあげます。
議決権を行使する方法は、以下の3つの方法がございます。

インターネットで
議決権を行使する方法

書面（郵送）で
議決権を行使する方法

株主総会に
ご出席する方法

次ページの案内に従って、議案の
賛否をご入力ください。

同封の議決権行使書用紙に各議案
の賛否をご表示のうえ、ご返送く
ださい。

当日ご出席の際は、同封の議決権
行使書用紙を会場受付へご提出く
ださい。

行使期限 行使期限 株主総会開催日時

2026年６月24日（水曜日）
午後５時入力完了分まで

2026年６月24日（水曜日）
午後５時到着分まで

2026年６月25日（木曜日）
午前10時

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内
こちらに議案の賛否をご記入ください。

第１、２号議案

◦ 全員賛成の場合 「賛」の欄に〇印
◦ 全員反対する場合 「否」の欄に〇印

◦ 一部の候補者に
反対する場合

「賛」の欄に〇印をし、
反対する候補者の番号を
ご記入ください。

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード
ログインID

仮パスワード

－ 4 －
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インターネットによる議決権行使について

インターネットによる議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法 ログインID・仮パスワードを
入力する方法

三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部　ヘルプデスク
0120－173－027

（通話料無料／受付時間 午前9時〜午後9時）

インターネットによる議決権行使で
パソコンやスマートフォン、携帯電話の操作方法などが
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

議決権行使
ウェブサイト https://evote.tr.mufg.jp/

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。1

以降は、画面の案内に従って賛否をご入力ください。2

議決権行使書副票（右側）に記載のQRコードを読み
取ってください。

1

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード
ログインID

仮パスワード

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード
ログインID

仮パスワード

※‌�「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

議決権行使書副票に記載のログインID、仮パスワードを入力す
ることなく、議決権行使サイトにログインすることができます。

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。3

議決権行使書用紙に記載された「ログインID・仮パス
ワード」を入力しクリックしてください。

2

「ログインID・仮パ
スワード」を入力

「ログイン」を
クリック

※操作画面はイメージです。

－ 5 －
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インターネットによるライブ配信のご案内

ライブ配信用
URL

ウェビナー用 ID：    パスコード：

インターネットによるライブ配信のご案内
第147回定時株主総会の模様をZoomウェビナーにてライブ配信いたします。

１．配信日時
2026年６月25日（木）　午前10時から株主総会終了時刻まで

２．ご視聴方法
ライブ配信用サイトへのアクセス方法
①パソコン・スマートフォン等で以下のライブ配信用URLをクリックもしくは入力、またはQRコード

をかざしていただく
②Zoomアプリケーションから、ミーティングに参加をクリック→ウェビナー用ID（11桁）と名前を

入力→パスコード（６桁）を入力
名前と任意のメールアドレスの入力が必要となります。
・株主総会当日午前９時30分からZoomウェビナーへの入室が可能となり、午前10時から開始となり

ます。

※初めてZoomをご利用になられる株主様は、予めご利用になる端末にアプリケーションをインストールし
ていただく必要があります。

３．ご留意事項
・配信（中継）は会社法上の会場ではございませんので、ご視聴の株主様からは議決権行使、ご質問を

承ることができません。あらかじめご了承くださいますようお願い申しあげます。
・ライブ配信用URL、ウェビナー用IDおよびパスコードを株主様以外に開示しないようご注意をお願い

いたします。
・株主様からのご視聴方法やインストール方法についてのお問い合わせに関しましては、誠に恐れ入り

ますが、応対できかねますのでご了承くださいますようお願い申しあげます。
・ご使用の機器やネットワーク環境によってはご視聴頂けない場合がございます。不具合が発生された

際は「Zoomサポート」より動作環境のご確認をお願い申しあげます。
Zoomサポート（https://support.zoom.com/hc/ja）

・当社ウェブサイトやライブ配信をご視聴いただくための通信料につきましては、株主様にてご負担く
ださいますようお願い申しあげます。

・システム障害等による本総会の開催方法の変更およびその他のお知らせにつきましては、当社ウェブ
サイトに掲載いたしますので、ご確認くださいますようお願い申しあげます。

【当社ウェブサイト】
https://www.toyo-logistics.co.jp/investor/stock/meeting/

－ 6 －
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取締役選任議案、＜ご参考＞当社の「社外役員の独立性基準」

候補者
番　号

氏　　名
（ 生 年 月 日 ） 略 歴 、 地 位 、 担 当 お よ び 重 要 な 兼 職 の 状 況 所 有 す る

当社株式の数

１

重　任

む
武

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
とう
藤

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
まさ
正

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
はる
春

(1952年３月19日生)

　

    2003年    12月 当社入社　執行役員
    2004年    1 月 当社常務執行役員
    2004年    6 月 当社取締役常務執行役員
    2009年    6 月 当社代表取締役常務執行役員
    2012年    6 月 当社代表取締役社長
    2024年    6 月 当社代表取締役会長（現任）

48,843株
[取締役候補者とした理由]
入社以来、各営業本部の本部長、2012年から2024年まで社長を経
て、2024年から会長として取締役会の議長を務めております。当社
における豊富な業務経験と、物流企業の経営全般および管理・運営業
務に関する知見を有していることから、引き続き取締役候補者としま
した。

２

重　任

くろ
黒

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
だ
田

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
じょう
城

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
じ
児

(1961年４月６日生)

　

    1984年    4 月 当社入社
    2011年    6 月 当社執行役員
    2016年    6 月 東陽物流株式会社執行役員
    2018年    6 月 同社上席執行役員
    2020年    6 月 同社代表取締役社長
    2020年    6 月 当社取締役
    2024年    6 月 当社代表取締役社長（現任）

12,894株
[取締役候補者とした理由]
入社以来、主に国際物流事業に従事し、輸出部長、海運部長、連結子
会社の社長を経て、2024年から社長を務めております。当社グルー
プにおける豊富な業務経験と、物流企業の経営全般および管理・運営
業務に関する知見を有していることから、引き続き取締役候補者とし
ました。

株主総会参考書類

第１号議案　取締役６名選任の件

　取締役全員（６名）は、本総会の終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役６名の選
任をお願いいたしたいと存じます。取締役候補者は、次のとおりであります。

－ 7 －
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取締役選任議案、＜ご参考＞当社の「社外役員の独立性基準」

候補者
番　号

氏　　名
（ 生 年 月 日 ） 略 歴 、 地 位 、 担 当 お よ び 重 要 な 兼 職 の 状 況 所 有 す る

当社株式の数

３

重　任

わた
渡

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
なべ
邉

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
まこと
誠

(1963年１月６日生)

　

    1986年    4 月 当社入社
    2014年    6 月 当社執行役員
    2016年    6 月 当社取締役執行役員
    2020年    6 月 当社取締役常務執行役員管理本部長兼経理部長
    2025年    6 月 当社取締役常務執行役員管理本部長（現任）

10,303株[取締役候補者とした理由]
入社以来、主に会計業務に従事し、現在常務執行役員管理本部長を務
めております。当社における豊富な業務経験と、物流企業の経営全般
および管理・運営業務に関する知見を有していることから、引き続き
取締役候補者としました。

４

再　任

あお
青

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
やま
山

 

         
 

 
あきら
章

 

 
(1964年9月20日生)

　

    1987年    4 月 当社入社
    2014年    6 月 当社取締役執行役員
    2018年    6 月 当社取締役常務執行役員
    2020年    6 月 当社常務執行役員
    2024年    6 月 東陽物流株式会社代表取締役社長（現任）

9,773株
（重要な兼職の状況）
東陽物流株式会社代表取締役社長

[取締役候補者とした理由]
入社以来、主に国内物流事業に従事し、国内営業本部長を務めたの
ち、2024年から東陽物流株式会社代表取締役社長を務めておりま
す。当社グループにおける豊富な業務経験と物流企業の経営に関する
知見を有していることから、取締役候補者としました。

－ 8 －
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取締役選任議案、＜ご参考＞当社の「社外役員の独立性基準」

候補者
番　号

氏　　名
（ 生 年 月 日 ） 略 歴 、 地 位 、 担 当 お よ び 重 要 な 兼 職 の 状 況 所 有 す る

当社株式の数

５

重　任
　

社　外
　

独　立
　

お
小

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
じか
鹿

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
せい
誓

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
こ
子

(1977年1月17日生)

　

    2001年    10月 朝日監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）名古屋事務所入所
    2005年    5 月 株式会社八幡製鋲所入社
    2005年    8 月 公認会計士登録
    2007年    5 月 同社取締役（現任）
    2021年    7 月 株式会社ワークライフインテグレート代表取締役（現任）
    2021年    12月 株式会社ケイ・ウノ社外取締役（監査等委員）（現任）
    2023年    6 月 当社社外取締役（現任）

200株

（重要な兼職の状況）
株式会社八幡製鋲所取締役
株式会社ワークライフインテグレート代表取締役

[社外取締役候補者とした理由および期待される役割等]
株式会社八幡製鋲所取締役として主に管理部門を担当し、また、株式
会社ワークライフインテグレート代表取締役として経営にあたってお
ります。さらに、公認会計士として企業会計に関する知見を有し、ま
た愛知県建設部入札監視委員等の公職を歴任するなど、様々なスキル
と経験をもとに当社の経営全般に助言をいただくことで、経営体制の
強化ができると判断し、引き続き社外取締役候補者としました。

※同氏の戸籍上の氏名は、山岡誓子であります。

６

新　任
　

社　外
　

独　立
　

おお
大

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
しま
嶋

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
ちか
主

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
ら
税

(1960年10月２日生)

　

    2015年    6 月 株式会社トーエネック執行役員
    2023年    4 月 同社専務執行役員
    2026年    4 月 旭シンクロテック株式会社特別顧問（現任）

0株[社外取締役候補者とした理由および期待される役割等]
株式会社トーエネックの執行役員、専務執行役員を歴任し、主に経営
戦略、資本・財務戦略の策定に携わってきました。これまでの経験を
もとに実践的な視点から当社の経営全般に助言をいただくことで、経
営体制の強化ができると判断し、社外取締役候補者としました。

（注）１．各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
２．社外取締役候補者に関する事項は、以下のとおりであります。

⑴　小鹿誓子および大嶋主税の両氏は、社外取締役候補者であります。
⑵　小鹿誓子および大嶋主税の両氏は、当社の「社外役員の独立性判断基準」、東京証券取引所および名古屋

証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、同取引所に独立役員として届け出る予定であります。
なお、小鹿誓子氏は、同取引所に独立役員として現在届け出ております。

⑶　小鹿誓子氏の社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって３年となります。

－ 9 －
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取締役選任議案、＜ご参考＞当社の「社外役員の独立性基準」

候補者
番　号 氏　　名

候補者が有する専門性

企業経営 財務・会計 法務・リスク
マネジメント グローバル 物流

1 武 藤 正 春 〇 〇 〇

２ 黒 田 城 児 〇 〇 〇

３ 渡 邉 　 誠 〇 〇 〇

４ 青 山 　 章 〇 〇 〇

5 小 鹿 誓 子 〇 〇 〇

6 大 嶋 主 税 〇 〇 〇

⑷　責任限定契約の概要
当社は、小鹿誓子および大嶋主税の両氏が取締役に選任された場合には、会社法第427条第１項の規定に

基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。なお、当社と小鹿
誓子氏とは当該契約を現在締結しております。

当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額であります。
３．当社は、保険会社との間で当社の取締役、監査役および執行役員を被保険者とする、会社法第430条の3第１

項に規定する役員等賠償責任保険契約を現在締結しております。候補者は、当該保険契約の被保険者に含めら
れ、被保険者が負担することになる損害賠償金および争訟費用等の損害を当該保険契約により塡補することと
しております。なお、被保険者による保険料負担はございません。当該保険契約は次回更新時においても同内
容で更新を予定しております。

4．各候補者が有している専門性は次のとおりであります。

　　※各候補者が有するスキルのうち、特に期待するスキル（最大３つ）を示しております。
　　＜ご参考＞

当社の「社外役員の独立性判断基準」
　金融商品取引所が定める独立役員の要件に加え、本人の現在および過去３事業年度における以下⑴～⑺の該当
の有無を確認のうえ、いずれにも該当しないと判断される場合に、独立性を有しているものと判断します。
⑴　当社の大株主（直接・間接に10%以上の議決権を保有する者）またはその業務執行者（※1）
⑵　当社の定める基準を超える借入先（※2）の業務執行者
⑶　当社の定める基準を超える取引先（※3）の業務執行者
⑷　当社より、役員報酬以外に１事業年度当たり1,000万円を超える金銭その他の財産上の利益を得ているコン

サルタント、弁護士、公認会計士等の専門的サービスを提供する者
⑸　当社の会計監査人の代表社員または社員
⑹　当社より、一定額を超える寄附（※4）を受けた団体に属する者
⑺　当社の社外役員としての任期が12年を超える者

※1 業務執行者とは、業務執行取締役、執行役、執行役員その他の使用人等をいいます。
※2 当社の定める基準を超える借入先とは、当社の借入額が連結総資産の１％を超える借入先をいいます。
※3 当社の定める基準を超える取引先とは、当社との取引が当社連結営業収益（連結営業費用）の５％を超え

る取引先をいいます。
※4 一定額を超える寄附とは、１事業年度当たり1,000万円を超える寄附をいいます。
　なお、上記⑴～⑺のいずれかに該当する場合であっても、当該人物が実質的に独立性を有すると判断した場
合には、社外役員選任時にその理由を説明・開示いたします。

－ 10 －
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補欠監査役選任議案

候補者
番　号

氏　　名
（ 生 年 月 日 ） 略 歴 、 地 位 お よ び 重 要 な 兼 職 状 況 所 有 す る

当社株式の数

１
あさ
浅

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
い
井

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
とし
利

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
あき
昭

(1964年12月11日生)

    1987年    4 月 当社入社
    2022年    4 月 当社トランクルーム部長
    2025年    4 月 当社監査室長兼コンプライアンス統括室長（現任）

1,593株

2

社　外 独　立

はや
早

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
かわ
川

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
やす
惠

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
ひさ
久

(1951年２月10日生)

　

    1969年    4 月 名古屋国税局入局
    2009年    7 月 名古屋国税局課税第二部部長
    2011年    8 月 税理士登録
    2011年    9 月 早川税理士事務所所長（現任）
    2016年    6 月 トランコム株式会社社外取締役（監査等委員）

0株

（重要な兼職の状況）
早川税理士事務所所長

第２号議案　補欠監査役２名選任の件

監査役が法令の定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役２名の選任をお願いいたしたいと存
じます。

浅井利昭氏は監査役森真悟氏の補欠監査役候補者、早川惠久氏は監査役入谷正章および佐藤哲也の両氏の
補欠監査役候補者であります。

なお、本選任につきましては、就任前に限り、監査役会の同意を得たうえで、取締役会の決議により取り
消すことができるものとさせていただきます。

また、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

（注）１．各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
２．早川惠久氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
３．当社は、保険会社との間で当社の取締役、監査役および執行役員を被保険者とする、会社法第430条の３第

１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しています。各候補者が監査役に就任した場合、候補者は当該
保険契約に含められ、被保険者が負担することになる損害賠償金および争訟費用等の損害を当該保険契約によ
り填補することとしております。なお、被保険者による保険料負担はございません。

４．補欠の社外監査役候補者に関する事項は、以下のとおりであります。
⑴　補欠の社外監査役候補者とする理由について

早川惠久氏は、税理士として培われた企業税務・会計知識を監査役に就任された場合に当社の監査体制に
活かしていただくため、補欠の社外監査役としてお願いするものであります。なお、同氏は、社外役員以外
の立場で企業経営に関与したことはありませんが、上記理由に基づき、当社の社外監査役としての職務を適
切に遂行いただけるものと判断しております。

⑵　補欠の社外監査役との責任限定契約について
当社は、早川惠久氏が監査役に就任された場合には、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423

条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額であります。

５．早川惠久氏は、当社の「社外役員の独立性判断基準」、東京証券取引所および名古屋証券取引所が定める独立
役員の要件を満たしており、監査役に就任された場合には独立役員として届け出る予定であります。

以　上

－ 11 －
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事業の経過およびその成果、設備投資等の状況

事 業 報 告

(2025年 4 月 1 日から
2026年 3 月31日まで)

業績ハイライト（連結）

営業収益 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属する
当期純利益

30,161百万円 1,376百万円 1,910百万円 1,662百万円
前連結会計年度比 +3.3％ 前連結会計年度比 +10.9％ 前連結会計年度比 +2.9％ 前連結会計年度比 +11.2％

１．企業集団の現況に関する事項
⑴　事業の経過およびその成果

当連結会計年度における日本経済は、持続的な賃金上昇や各種の経済対策を要因として、個人消費お
よび企業の設備投資を中心に緩やかな回復基調で推移しました。一方で、海外経済における通商政策の
動向、資源価格、為替相場の変動等により、先行きについては依然として不透明な状況が続いていま
す。

このような状況の中、当社グループは、経営戦略として①運送体制と流通拠点の強化による３ＰＬ物
流の推進、②海外拠点の拡充を含めたグローバルな業務の強化、③不動産賃貸料等の安定収入の拡大
（※）を進め、営業収益の増加および費用の削減に努めてまいりました。

この結果、連結営業収益は301億６千１百万円（前期比+3.3％）、連結経常利益は19億１千万円
（前期比+2.9％）となりました。特別損益等を加減いたしました結果、親会社株主に帰属する当期純
利益は16億６千２百万円（前期比+11.2％）となりました。

※なお、当社グループは、2026年５月13日開催の取締役会において、経営戦略を次のとおり見直
しいたしました。

①物流テクノロジーを駆使した３ＰＬ物流の推進
②海外ネットワークの拡充、及び、グローバルな業務の強化
③所有不動産等の活用による不動産関連事業の拡大

－ 12 －
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事業の経過およびその成果、設備投資等の状況

物流部門
営業収益
29,545百万円
前連結会計年度比+3.6％

主要な事業内容
日本国内および外国との取引で発生
する貨物の取扱（保管、荷役、運
送、通関、国際複合輸送、その他付
随業務）を主な業務とする。

営業収益構成比

98%

28,518

第146期

29,545

第147期

（単位：百万円）営業収益

取 扱 高 の 状 況
前　期

2024年４月～
2025年３月

当　期
2025年４月～
2026年３月

増　減

倉 庫 貨 物 取 扱 高 2,656 2,640 -15 （-0.6％）

倉 庫 貨 物 期 中 平 均 月 末 残 高 209 221 +11 （+5.3％）

港 湾 貨 物 総 取 扱 高 1,318 1,558 +239 （+18.2％）

陸 上 運 送 取 扱 高 2,561 2,549 -11 （-0.5％）

倉庫事業は、中東・南米からの非鉄金属の輸入増加等により、保管残高が堅調に推移しました。また
取扱いは、2025年７月に知多市において開設した物流施設が早期に巡航速度に入り増加となった一方
で、食料工業品等の落ち込みにより低調に推移しました。陸上運送事業、流通加工事業、配送センター
事業は前年並みに推移しました。

港湾運送事業は、アルミ地金の取扱いの増加、輸出貨物の増加により堅調に推移しました。国際輸送
事業は、航空輸送が円安の影響を受け増加したことにより堅調に推移しました。

この結果、物流事業の営業収益は295億４千５百万円（前期比+3.6％）、セグメント利益は18億１
千６百万円（前期比+10.8％）となりました。

（単位：千トン）

－ 13 －
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事業の経過およびその成果、設備投資等の状況

不動産部門
営業収益
616百万円
前連結会計年度比-8.2％

主要な事業内容
所有する建物、土地等の賃貸を主な
業務とする。

営業収益構成比

2%

671

第146期

616

第147期

（単位：百万円）営業収益

不動産事業は、一昨年に収益物件を売却したこと、および転貸物件の契約満了により賃貸収入が減少し
ました。

この結果、不動産部門の営業収益は６億１千６百万円（前期比-8.2％）、セグメント利益は２億５千９
百万円（前期比-5.2％）となりました。

⑵　設備投資等の状況
当期中の設備投資額は19億５千１百万円で、その主なものは次のとおりであります。

　物流施設の増設
　　所在地　　愛知県知多市
　　延床面積　約19,400㎡　　稼働開始　2025年７月

－ 14 －
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資金調達の状況、対処すべき課題

⑶　資金調達の状況
設備投資に要する資金は、自己資金、および金融機関からの借入金による調達であります。

⑷　対処すべき課題
日本経済の先行きを展望しますと、物価上昇の落ち着きと継続的な賃金上昇により、景気は緩やかな

回復が期待されるものの、中東地域をはじめとした地政学的リスク、海外経済の動向や金融政策の変化
等の影響により、依然として不確実性の高い状況が続くものと見込まれます。物流業界においては、労
働力不足の深刻化に加え、輸送力不足への対策強化により、物流の効率化および取引の適正化が求めら
れています。
このような事業環境のもと、当社グループは事業基盤の強化および持続的成長の実現に向け、生産性

の向上、人的資本への投資、ならびに事業ポートフォリオの最適化を推進してまいります。物流事業に
おいては、物流テクノロジーを駆使した３ＰＬ物流サービスの提供を強化してまいります。また、アジ
アを中心とした海外ネットワークの拡充を進めるとともに、グローバルな業務体制の高度化に努めてま
いります。不動産事業においては、所有資産等の有効活用を通じて不動産関連事業の拡大を図ってまい
ります。グループを挙げて経営資源の効率化を推進し、なお一層の業務品質向上を図り、業容の拡大に
努めてまいります。
当社グループは、『「もの」づくり、人の「くらし」を支える』総合物流企業として、社会と人々の

生活に役立つことを目指し、不断の努力により持続的成長を実現し、企業価値の向上に努めてまいりま
す。また、「共生・健全・発展」を基本とした当社グループ倫理規範の徹底により、社会的責任を果た
してまいります。
株主の皆様におかれましては、なにとぞ引き続き格別のご支援ご鞭撻を賜りますようお願い申しあげ

ます。

－ 15 －



招
集
ご
通
知

参
考
書
類

事
業
報
告

連
結
計
算
書
類

計
算
書
類

監
査
報
告

ト
ピ
ッ
ク
ス

株
主
メ
モ

2026/05/20 13:35:12 / 25303846_東陽倉庫株式会社_招集通知_電子提供措置用

財産および損益の状況の推移（連結）

区 分
第 144 期

2022年４月～
2023年３月

第 145 期
2023年４月～

2024年３月

第 146 期
2024年４月～

2025年３月

第 147 期
2025年４月～

2026年３月
営 業 収 益 (百万円) 28,168 27,875 29,186 30,161
経 常 利 益 (百万円) 1,874 1,820 1,857 1,910
親会社株主に帰属する当期純利益 (百万円) 1,350 1,369 1,495 1,662
１株当たり当期純利益 (円) 178.51 181.38 197.66 220.88
純 資 産 (百万円) 23,239 25,197 26,645 29,116
総 資 産 (百万円) 45,832 47,534 48,587 50,339

28,168

第144期

27,875

第145期

29,186

第146期

30,161

第147期

（単位：百万円）営業収益

1,874

第144期

1,820

第145期

1,857

第146期

1,910

第147期

（単位：百万円）経常利益

1,350

第144期

1,369

第145期

1,495

第146期

1,662

第147期

（単位：百万円）親会社株主に帰属する当期純利益

178.51

第144期

181.38

第145期

197.66

第146期

220.88

第147期

（単位：円）１株当たり当期純利益

23,239

第144期

25,197

第145期

26,645

第146期

29,116

第147期

（単位：百万円）純資産

45,832

第144期

47,534

第145期

48,587

第146期

50,339

第147期

（単位：百万円）総資産

⑸　財産および損益の状況の推移（連結）

（注）１株当たり当期純利益は、期中の平均発行済株式総数により算出しております。なお、期中の平均発行済株式総
数は、自己株式数を控除した株式数を用いております。

－ 16 －
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重要な子会社の状況、主要な営業所、従業員の状況、主要な借入先

会 社 名 資 本 金 当 社 の 出 資 比 率 主 要 な 事 業 内 容

東陽物流株式会社 50百万円 100.0％ 港湾運送事業、貨物自動車運送事業

⑹　重要な子会社の状況

当 社

本　　　　社：名古屋市中村区名駅南二丁目６番17号
国内営業本部：名古屋市（中村区）
国際営業本部：名古屋市（港区）
東京営業本部：東京都中央区

東 陽 物 流 株 式 会 社 本　　　　社：名古屋市（港区）

⑺　主要な営業所

（注）　海外拠点
TOYO LOGISTICS AMERICA,INC.（アメリカ合衆国）
東誉（上海）国際貨運代理有限公司（中華人民共和国）
TOYO LOGISTICS(THAILAND) CO.,LTD.（タイ王国）
TOYO SOKO(THAILAND) CO.,LTD.（タイ王国）

従 業 員 数 前 期 末 比 増 減 数

721名（614名） ３名減

⑻　従業員の状況

（注）　従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は（　）内に年間の平均人員を外数で記載しております。

借 入 先 借 入 額

株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 4,108百万円

株 式 会 社 日 本 政 策 投 資 銀 行 2,945百万円

株 式 会 社 あ い ち 銀 行 2,817百万円

⑼　主要な借入先

－ 17 －
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会社の株式に関する事項

２．会社の株式に関する事項
金融商品取引業者
1.59％

政府・地方公共団体
0.06％

金融機関
20.05％

その他の法人
31.38％

自己名義株式
3.99％

個人・その他
39.31％

外国法人等
3.61％

所有者別の株式保有比率

⑴　発行済株式の総数 7,864,990株
（自己株式313,630株を含む）

⑵　株主数 6,892名

⑶　大株主

株 主 名 持 株 数
（千　株）

持 株 比 率
（％）

株 式 会 社 あ い ち 銀 行 373 4.95

ダ イ セ ー 倉 庫 運 輸 株 式 会 社 360 4.77

伏 見 興 産 株 式 会 社 258 3.42

株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 254 3.37

東 陽 倉 庫 従 業 員 持 株 会 230 3.05

第 一 生 命 保 険 株 式 会 社 200 2.65

日 本 証 券 金 融 株 式 会 社 200 2.65

中 京 テ レ ビ 放 送 株 式 会 社 200 2.65

明 治 安 田 生 命 保 険 相 互 会 社 195 2.59

あ い お い ニ ッ セ イ 同 和 損 害 保 険 株 式 会 社 152 2.03

（注）　持株比率は、自己株式を控除して計算しております。

⑷　当事業年度中に当社役員に対して職務執行の対価として交付された株式報酬の状況
当事業年度の2025年７月に、取締役３名（社外取締役を除く）に当社普通株式4,990株を付与いた
しました。

－ 18 －
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会社役員に関する事項

氏 名 地 位 お よ び 担 当 重 要 な 兼 職 の 状 況

武 藤 正 春 代表取締役会長 －

黒 田 城 児 代表取締役社長 －

渡 邉 　 誠 取締役（常務執行役員　管理本部長） －

白 石 好 孝 取締役相談役 伏見興産株式会社　代表取締役

水 谷 康 二 社外取締役 －

小 鹿 誓 子 社外取締役 株式会社八幡製鋲所　取締役
株式会社ワークライフインテグレート代表取締役

森 　 真 悟 常勤監査役 －

入 谷 正 章 社外監査役 入谷法律事務所　所長

佐 藤 哲 也 社外監査役 佐藤哲也公認会計士事務所　代表
佐藤哲也税理士事務所　代表

常 務 執 行 役 員 国際営業本部長 伊 木 善 秀
常 務 執 行 役 員 東京営業本部長兼東京カスタマー

サービス部長兼東京営業部長
山 本 昭 人

執 行 役 員 総務部長 長谷川 裕 之
執 行 役 員 海運部長 山 本 源 一
執 行 役 員 国内営業本部長兼国内物流部長 小 林 知 孝
執 行 役 員 情報システム部長 杉 本 直 樹
執 行 役 員 不動産部長 中 山 和 博

３．会社役員に関する事項
⑴　取締役および監査役の氏名等

（注）１．　取締役水谷康二および小鹿誓子の両氏は、社外取締役であり、東京証券取引所および名古屋証券取引所に
独立役員として届け出ております。

２．　監査役入谷正章および佐藤哲也の両氏は、社外監査役であり、東京証券取引所および名古屋証券取引所に
独立役員として届け出ております。

３．　取締役小鹿誓子および監査役佐藤哲也の両氏は、公認会計士の資格を有しており、財務および会計に関す
る相当の知見を有するものであります。

４．　当社は、保険会社との間で当社の取締役、監査役および執行役員を被保険者とする、会社法第430条の３
第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しております。被保険者が負担することになる損害賠償金
および争訟費用等の損害を当該保険契約により塡補することとしております。なお、被保険者による保険料
負担はございません。

５．　2026年３月31日現在の取締役兼務以外の執行役員の体制および担当は次のとおりであります。

－ 19 －
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会社役員に関する事項

区 分 報酬等の総額
（百万円）

報 酬 等 の 種 類 別 の 総 額 （ 百 万 円 ） 対象とな
る役員の

員数
（名）基本報酬 業績連動

報酬等 非金銭報酬等

取 締 役
（ う ち 社 外 取 締 役 ）

98
（5）

90
（5） － 8

(－)
6

(2)

監 査 役
（ う ち 社 外 監 査 役 ）

19
（7）

19
（7） － －

(－)
3

(2)

合 計
（ う ち 社 外 役 員 ）

117
（13）

109
（13） － 8

(－)
9

(4)

⑵　取締役および監査役の報酬等の額
①　当事業年度にかかる報酬等の総額

（注）１．取締役の支払総額には、使用人分給与は含まれておりません。
2．上記業績連動報酬等は、営業収益および経常利益等の業績指標を反映した金銭報酬とし、過年度の連結業

績等および当期の業績見込みに基づき、支給の有無と額を決定しております。業績は「１．企業集団の現
況に関する事項 ⑸財産および損益の状況の推移」（16ページ）に記載しております。なお、当事業年度の
業績連動報酬等は、当期の業績を鑑みて支給しておりません。

3．上記非金銭報酬等は、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、取締役と
株主との一層の価値共有を進めることを目的に譲渡制限付株式とし、当社普通株式を取締役としての職務
の内容および役位に基づき支給します。なお、非金銭報酬等は、当事業年度に費用計上した金額を記載し
ております。

②　取締役および監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
・取締役の報酬限度額は、2006年6月29日開催の第127回定時株主総会において年額180百万円以

内（ただし、使用人分給与は含まない）と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取
締役の員数は、７名です。また、2020年6月25日開催の第141回定時株主総会において、取締役
（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬として上記の報酬枠の範囲内
において年額20百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時の取締役の員数は、
６名です。

・監査役の報酬限度額は、2006年6月29日開催の第127回定時株主総会において年額30百万円以
内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、４名です。

－ 20 －
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会社役員に関する事項

③　取締役の報酬等の内容の決定に関する方針等
　当社は、2021年11月９日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方
針を決議しております。当該方針に基づき、取締役の報酬等の内容の決定に関する取締役会の決議に
際しては、あらかじめ決議する内容について指名報酬委員会へ諮問し、答申を受けることとしており
ます。
　また、取締役会は、取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容や決定の方法および決定され
た報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していること、および、指名報酬委員会から
の答申が尊重されることを確認することとしております。
　取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容について、取締役の報酬は、当社の企業価値
向上に資することを原則として、経営環境、業績、従業員に対する処遇との整合性を考慮して決定し
ます。また、個々の取締役の報酬の決定は、各職責を踏まえた適正な水準としております。

④　取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
　取締役の個人別の報酬等については、指名報酬委員会がその総額を審議し、取締役会が決定しま
す。その上で指名報酬委員会委員長である代表取締役会長武藤正春が取締役会からその具体的内容
について委任を受け、代表取締役社長黒田城児と協議の上、決定します。委任された権限の内容
は、各取締役の個人別報酬の具体的金額について決定するものであり、代表取締役会長が、各取締
役の評価を最も適切に行える立場にあり適任と判断したからであります。

⑶　社外役員に関する事項
　　①　取締役　水谷康二

ア．当事業年度における主な活動状況
当事業年度に開催した取締役会16回のうち15回に出席し、豊富な経験および識見に基づき、必

要な発言を適宜行っております。
イ．社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要

経歴を通じた企業経営経験に加え管理部門・事業部門双方における幅広い知見を有しており、
当社の経営全般に助言をいただきました。

ウ．責任限定契約の内容の概要
会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を

締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額であります。

　　②　取締役　小鹿誓子
ア．重要な兼職先と当社との関係

開示すべき関係はありません。
イ．当事業年度における主な活動状況

当事業年度に開催した取締役会16回全てに出席し、会社経営者としての豊富な経験および職見
に基づき、必要な発言を適宜行っております。
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会社役員に関する事項

ウ．社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要
会社経営者としての企業経営経験に加え、管理部門・企業会計双方における幅広い知見を有し

ており、当社の経営全般に助言をいただきました。
エ．責任限定契約の内容の概要

会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を
締結しております。

当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額であります。
③　監査役　入谷正章

ア．重要な兼職先と当社との関係
開示すべき関係はありません。

イ．当事業年度における主な活動状況
　当事業年度に開催した取締役会16回のうち15回、監査役会16回のうち15回に出席し、弁護士
としての専門的な見地から発言を行っております。

ウ．責任限定契約の内容の概要
　会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を
締結しております。

当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額であります。
④　監査役　佐藤哲也

ア．重要な兼職先と当社との関係
開示すべき関係はありません。

イ．当事業年度における主な活動状況
　当事業年度に開催した取締役会16回全て、監査役会16回全てに出席し、公認会計士としての専
門的な見地から発言を行っております。

ウ．責任限定契約の内容の概要
　会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締
結しております。

当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額であります。
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会計監査人の状況

⑴　会計監査人の名称 有限責任 あずさ監査法人

支 払 額

当事業年度に係る会計監査人としての報酬等 31百万円

当社および子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 31百万円

４．会計監査人の状況

⑵　当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

（注）　当社と会計監査人との間の監査契約において、「会社法」に基づく監査と「金融商品取引法」に基づく監査
の監査報酬の額を区分しておらず、実質的にも区分できないため、当事業年度に係る会計監査人としての報酬
等の金額には、これらの合計額を記載しております。

⑶　監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、取締役、社内関係部署および会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じ

て、会計監査人の監査計画の内容、従前の事業年度における会計監査の職務遂行状況および報酬見積り
の算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額に
ついて同意の判断をいたしました。

⑷　会計監査人の解任または不再任の決定の方針
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に該当すると認められる場合は、監査役全員の

同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に
招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。

また、上記の場合の他、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合、その他必
要と判断される場合は、監査役会は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案
の内容を決定いたします。

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
（注）　金額、トン数および持株数は表示単位未満を切り捨て、比率は表示単位未満を四捨五入して記載しております。
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連結貸借対照表

連 結 貸 借 対 照 表
（単位：百万円）

科 目
（ご参考）
第 146 期

2025年３月31日現在

第 147 期
2026年３月31日現在 科 目

（ご参考）
第 146 期

2025年３月31日現在

第 147 期
2026年３月31日現在

（ 資 産 の 部 ） （ 負 債 の 部 ）
流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受取手形、営業未収入金及び契約資産

リース債権及びリース投資資産

原材料及び貯蔵品

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物

機 械 装 置 及 び 運 搬 具

工 具 、 器 具 及 び 備 品

土 地

リ ー ス 資 産

建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

リース債権及びリース投資資産

差 入 保 証 金

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金　

12,708

6,346

5,610

102

61

590

△2

35,878

24,732

10,231

963

490

10,130

4

2,911

252

10,893

8,708

591

910

457

227

△1　

12,741

6,070

5,464

101

67

1,036

△0

37,598

25,113

13,507

982

491

10,130

ー

ー

259

12,225

10,306

489

918

314

198

△1　

流 動 負 債 8,472 8,198
支払手形及び営業未払金 1,841 1,970
短 期 借 入 金 4,466 4,608
未 払 法 人 税 等 420 272
賞 与 引 当 金 335 357
そ の 他 1,407 988

固 定 負 債 13,469 13,025
長 期 借 入 金 10,264 9,855
リ ー ス 債 務 357 285
繰 延 税 金 負 債 1,095 1,656
役員退職慰労引当金 28 28
資 産 除 去 債 務 127 130
退職給付に係る負債 927 409
そ の 他 668 659

負 債 合 計 21,941 21,223
（ 純 資 産 の 部 ）
株 主 資 本 24,230 25,348

資 本 金 3,412 3,412
資 本 剰 余 金 2,217 2,225
利 益 剰 余 金 18,985 20,193
自 己 株 式 △384 △482

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額 2,415 3,767
その他有価証券評価差額金 2,027 3,116
退職給付に係る調整累計額 387 651

純 資 産 合 計 26,645 29,116
資 産 合 計 48,587 50,339 負 債 ・ 純 資 産 合 計 48,587 50,339

※記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しています。
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連結損益計算書

連 結 損 益 計 算 書
（単位：百万円）

科 目
（ご参考）
第 146 期

2024年４月１日～
2025年３月31日

第 147 期
2025年４月１日～
2026年３月31日

営 業 収 益 29,186 30,161
営 業 原 価 26,992 27,798

営 業 総 利 益 2,193 2,362
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 952 985

営 業 利 益 1,241 1,376
営 業 外 収 益 683 640

受 取 利 息 1 2
受 取 配 当 金 167 192
持 分 法 に よ る 投 資 利 益 469 336
そ の 他 45 109

営 業 外 費 用 68 107
支 払 利 息 61 100
そ の 他 6 6
経 常 利 益 1,857 1,910

特 別 利 益 179 394
投 資 有 価 証 券 売 却 益 ー 325
受 取 保 険 金 ー 40
固 定 資 産 売 却 益 179 19
受 取 補 償 金 ー 9
投 資 有 価 証 券 清 算 益 ー 0

特 別 損 失 64 74
1 0 0 周 年 記 念 事 業 費 － 48
事 業 所 移 転 費 用 11 11
固 定 資 産 除 売 却 損 4 10
訴 訟 関 連 損 失 － 3
損 害 賠 償 金 43 ー
減 損 損 失 3 ー
投 資 有 価 証 券 評 価 損 1 ー

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 1,972 2,230
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 556 528
法 人 税 等 調 整 額 △79 39
当 期 純 利 益 1,495 1,662
親会社株主に帰属する当期純利益 1,495 1,662

※記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しています。

－ 25 －



招
集
ご
通
知

参
考
書
類

事
業
報
告

連
結
計
算
書
類

計
算
書
類

監
査
報
告

ト
ピ
ッ
ク
ス

株
主
メ
モ

2026/05/20 13:35:12 / 25303846_東陽倉庫株式会社_招集通知_電子提供措置用

貸借対照表

貸 借 対 照 表
（単位：百万円）

科 目
（ご参考）
第 146 期

2025年３月31日現在

第 147 期
2026年３月31日現在 科 目

（ご参考）
第 146 期

2025年３月31日現在

第 147 期
2026年３月31日現在

（ 資 産 の 部 ） （ 負 債 の 部 ）
流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
受 取 手 形
電 子 記 録 債 権
営業未収入金及び契約資産
リース債権及びリース投資資産
原 材 料 及 び 貯 蔵 品
前 払 費 用
立 替 金
未 収 入 金
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物
構 築 物
機 械 及 び 装 置
車両及びその他の陸上運搬具
工具、器具及び備品
土 地
リ ー ス 資 産
建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ エ ア
電 話 加 入 権
施 設 利 用 権
リ ー ス 資 産
ソ フ ト ウ エ ア 仮 勘 定

投資その他の資産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
関 係 会 社 出 資 金
リース債権及びリース投資資産
長 期 前 払 費 用
差 入 保 証 金
そ の 他
貸 倒 引 当 金　

10,908
5,392

3
98

4,752
102
52

157
347

1
2

△2
32,401
23,627
9,737
293
298
20

475
9,885

4
2,911

234
151

9
16
16
39

8,540
5,925
1,176

62
591
29

680
74
△1　

10,967
5,087

ー
114

4,644
101
58

155
411

1
392
△0

34,208
24,084
12,836

510
353
21

477
9,885

ー
ー

243
209

9
13
ー
11

9,879
7,398
1,176

62
489
11

668
74
△1　

流 動 負 債 8,264 8,123
営 業 未 払 金 2,455 2,565
短 期 借 入 金 300 100
１年内返済予定の長期借入金 4,166 4,508
リ ー ス 債 務 94 71
未 払 金 325 204
未 払 費 用 74 69
未 払 法 人 税 等 266 269
前 受 金 113 120
預 り 金 37 35
賞 与 引 当 金 135 144
そ の 他 293 33

固 定 負 債 12,906 12,900
長 期 借 入 金 10,264 9,855
リ ー ス 債 務 357 285
繰 延 税 金 負 債 1,084 1,593
退 職 給 付 引 当 金 686 623
役員退職慰労引当金 28 28
長 期 預 り 保 証 金 437 473
資 産 除 去 債 務 32 32
そ の 他 16 6

負 債 合 計 21,171 21,023
（ 純 資 産 の 部 ）
株 主 資 本 20,141 21,083

資 本 金 3,412 3,412
資 本 剰 余 金 2,217 2,225
資 本 準 備 金 2,134 2,134
その他資本剰余金 82 90

利 益 剰 余 金 14,843 15,875
利 益 準 備 金 518 518
その他利益剰余金
　 別 途 積 立 金 2,453 2,453
　固定資産圧縮記帳積立金 1,367 1,287
　 繰 越 利 益 剰 余 金 10,503 11,615

自 己 株 式 △331 △429
評 価 ・ 換 算 差 額 等 1,996 3,068

そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 1,996 3,068
純 資 産 合 計 22,138 24,152

資 産 合 計 43,309 45,175 負 債 ・ 純 資 産 合 計 43,309 45,175
※記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しています。
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損益計算書

損 益 計 算 書
（単位：百万円）

科 目
（ご参考）
第 146 期

2024年４月１日～
2025年３月31日

第 147 期
2025年４月１日～
2026年３月31日

営 業 収 益 21,329 22,051
営 業 原 価 19,694 20,218

営 業 総 利 益 1,635 1,832
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 766 804

営 業 利 益 868 1,028
営 業 外 収 益 530 713

受 取 利 息 及 び 受 取 配 当 金 505 631
そ の 他 25 81

営 業 外 費 用 66 106
支 払 利 息 61 100
貸 倒 引 当 金 繰 入 額 △0 △0
そ の 他 4 6
経 常 利 益 1,332 1,634

特 別 利 益 163 325
投 資 有 価 証 券 売 却 益 ー 325
固 定 資 産 売 却 益 163 0
投 資 有 価 証 券 清 算 益 ー 0

特 別 損 失 8 40
1 0 0 周 年 記 念 事 業 費 ー 24
事 業 所 移 転 費 用 ー 11
固 定 資 産 除 売 却 損 4 4
減 損 損 失 3 ー
投 資 有 価 証 券 評 価 損 1 ー

税 引 前 当 期 純 利 益 1,487 1,920
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 376 446
法 人 税 等 調 整 額 △6 △11
当 期 純 利 益 1,117 1,486

※記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しています。
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書

指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 金 原 正 英
指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 樋 口 幹 根

独立監査人の監査報告書
2026年５月20日

東陽倉庫株式会社
取締役会　御中

有限責任 あずさ監査法人
名古屋事務所

　監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、東陽倉庫株式会社の2025年４月１日から2026年３月31日までの連結会計年
度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、東陽倉庫株式会
社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示し
ているものと認める。
監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人
の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定
（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと
判断している。
その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。ま
た、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。
　当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対
して意見を表明するものではない。
　連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結計
算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外
にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求
められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示するこ
とにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断し
た内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当
該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかど
うかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的
に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を
行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施
する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際
して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書

－ 28 －
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記
事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業
の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に
関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。
監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続で
きなくなる可能性がある。
・連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかととも
に、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示
しているかどうかを評価する。
・連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手するため
に、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査
人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備
を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人
の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可
能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

－ 29 －
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計算書類に係る会計監査人の監査報告書

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 金 原 正 英
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 樋 口 幹 根

独立監査人の監査報告書
2026年５月20日

東陽倉庫株式会社
取締役会　御中

有限責任 あずさ監査法人
名古屋事務所

　監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、東陽倉庫株式会社の2025年４月１日から2026年３月31日までの第147期
事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類
等」という。）について監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間
の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任
は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の
高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果
たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査
役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を
表明するものではない。
　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と計算書類等又は当
監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に
重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められて
いる。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示することにある。
これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び
運用することが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国に
おいて一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任
がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについ
て合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬によ
り発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があ
ると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職
業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監
査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況
に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

計算書類に係る会計監査人の監査報告書

－ 30 －
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計算書類に係る会計監査人の監査報告書

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥
当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重
要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実
性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事
項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手し
た監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連す
る注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
する。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監
査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性
に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準に
まで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

－ 31 －
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監査役会の監査報告書

監　査　報　告　書
　当監査役会は、2025年４月１日から2026年３月31日までの第147期事業年度における取締役の職務の執行に関して、各監査役
が作成した監査報告書に基づき、審議の結果、監査役全員の一致した意見として、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いた
します。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
⑴　監査役会は、当期の監査方針、監査計画等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役

等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
⑵　各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、当期の監査方針、監査計画等に従い、取締役、監査室その他の使

用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施いたしました。
①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を

求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社に
ついては、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けまし
た。

②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社及びその
子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める
体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及
び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。
なお、財務報告に係る内部統制については、取締役等及び有限責任 あずさ監査法人から当該内部統制の評価及び監査の状況に
ついて報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職
務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われるこ
とを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）
等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動
計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書
及び連結注記表）について検討いたしました。

２．監査の結果
⑴　事業報告等の監査結果
①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記
載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。
なお、財務報告に係る内部統制については、本監査報告書の作成時点において開示すべき重要な不備はない旨の報告を取締役等
及び有限責任 あずさ監査法人から受けております。

⑵　連結計算書類の監査結果
会計監査人有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

⑶　計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2026年５月22日　　　　　　　　　　　　　　　東陽倉庫株式会社　監査役会
常勤監査役 森 　 真 悟 ㊞
社外監査役 入 谷 正 章 ㊞
社外監査役 佐 藤 哲 也 ㊞

　

監査役会の監査報告書

以　上
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物流パートナーシップ優良事業者表彰
　2025年12月、当社は、「令和７年度グリー
ン物流パートナーシップ会議　物流パートナー
シップ優良事業者表彰」において「物流構造改
革表彰」を、お取引先様（ロート製薬株式会
社、株式会社ミルボン、Haleonジャパン株式
会社）と４社共同で受賞しました。

　物流パートナーシップ優良事業者表彰とは、経済産業省・国土交通省が、物流分野におけ
る環境負荷低減とともに、物流の生産性向上や構造改革に向けた取組みを通じた「持続可能
な物流体系の構築」に関し、特に顕著な功績のあった事業者を表彰する制度です。この度、
受賞しました４社共同での取組みは、輸送効率を最大化し環境負荷の低減、ドライバーの働
き方改革など、持続可能なサプライチェーンに貢献するものであります。　

当社設立100周年を迎えて
　1926（大正15）年３月13日に設立された当社は、お陰様で本年ここに100周年を迎える
ことができました。ステークホルダーの皆様には、心より感謝申しあげます。
　100年という節目を迎え、次なる100年の飛躍に向けて株主の皆様に選ばれ続ける企業を
目指してまいります。今後ともなお一層のご指導ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申
しあげます。
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知多市と防災協定を締結
　2026年２月、当社は、愛知県知多市と、
「災害発生時等における施設の緊急物資集配拠
点化等に関する協定」を締結しました。
　2025年７月に知多市に開設した物流施設
を、災害発生時に市の要請を受けた場合に、緊
急物資集配拠点として緊急物資の集配業務に協
力するものです。
　また、2025年12月には地元町内会の皆様と
当社施設を利用した避難訓練を実施しました。
地域の皆様のお役に立てるようこれからも努め
てまいります。

　

－ 34 －



2026/05/20 13:35:12 / 25303846_東陽倉庫株式会社_招集通知_電子提供措置用

株主メモ

株主メモ
事 業 年 度：４月１日から翌年３月31日まで
剰余金の配当の基準日：期末配当　３月31日

中間配当　９月30日
定 時 株 主 総 会：６月下旬
単 元 株 式 数：100株
公 告 の 方 法：当社ホームページ

(https://www.toyo-logistics.co.jp/）
ただし、事故その他やむを得ない事
由によって電子公告による公告をす
ることができない場合には、日本経
済新聞に掲載いたします。　

株主名簿管理人：三菱UFJ信託銀行株式会社
同 連 絡 先：〒137-8081

新東京郵便局私書箱第29号
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
℡ 0120-232-711（フリーダイヤル）

特別口座管理機関：〒168-0063
東京都杉並区和泉２丁目８番４号
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
℡ 0120-782-031（フリーダイヤル）

上 場 市 場：東京証券取引所（スタンダード市場）
名古屋証券取引所（プレミア市場）　

お知らせ
１．住所変更、単元未満株式の買取等のお申し出先について

●証券口座にて株式を管理されている株主様
株主様の口座のある証券会社にお申し出ください。

●証券会社等に口座がないため特別口座が開設された株主様
三井住友信託銀行　証券代行部（フリーダイヤル　0120-782-031）にお申し出ください。

２．未払配当金のお支払いについて
三菱UFJ信託銀行　証券代行部（フリーダイヤル　0120-232-711）にお申し出ください。
３．配当金計算書について

配当金お支払いの際にご送付しております「配当金計算書」は、租税特別措置法の規定に基づく「支払通知書」を兼ね
ております。確定申告を行う際は、その添付資料としてご使用いただくことができます。
ただし、株式数比例配分方式をご選択いただいている株主様につきましては、源泉徴収税額の計算は証券会社等にて行
われます。確定申告を行う際の添付資料につきましては、お取引の証券会社にご確認をお願いいたします。
なお、配当金領収証にて配当金をお受取りの株主様につきましても、配当金のお支払いの都度「配当金計算書」を同封
させていただいております。確定申告をされる株主様は大切に保管ください。
４．株式等に関するマイナンバーのお届出について

株式等の税務関係の手続きに関しましては、マイナンバーのお届出が必要です。お届出をされていない株主様におかれ
ましては、お取引のある証券会社等へマイナンバーのお届出をお願いいたします。
●証券口座にて株式を管理されている株主様

お取引のある証券会社等までお問い合わせください。
●証券会社とお取引がない株主様

三井住友信託銀行　証券代行部（フリーダイヤル　0120-782-031）までお問い合わせください。
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裏表紙

会場
　

　　　　名古屋市中村区名駅南二丁目６番17号
　　　　東陽倉庫株式会社　本店７階会議室
　　　　電話（052）581-0251

名
古
屋
駅

堀
　
川

名
古
屋

丸
の
内

伏
見

大
須
観
音

地
下
鉄
鶴
舞
線

地下鉄桜通線

地下鉄東山線

桜　通

白川公園

錦　通

広小路通

若宮大通

国際センター

柳橋

下広井
住友生命
ビル

東陽倉庫本店

お願い ・公共交通機関をご利用のうえ、会場までお越しくださいますようお願い申しあげます。
・会場周辺は高速道路工事に伴い、一部通行がしづらい箇所がございます。ご来場の際に
は何卒ご注意ください。

・ご来場にあたりサポートが必要な方は、事前にお電話でご連絡ください。

交通
　

　・地下鉄 「名古屋駅」（東山線・桜通線） 下車徒歩約20分
「伏見駅」（鶴舞線・東山線） 下車徒歩約15分
「大須観音駅」（鶴舞線） 下車徒歩約15分

　・市バス 「柳橋」 下車徒歩約10分
　・名鉄バス 「下広井」 下車徒歩約  7分
　

株主総会会場ご案内図

表紙 当社創業の地（納屋橋）　「広井官倉に貢米を納る図」「尾張名所図会」（名古屋市博物館蔵）




